
第２０２回教育研究評議会議事録（要録）  
 令和４．３．８（火）１６：２０～１９：０１ 

場 所 ： ５ Ｆ １ 会 議 室  

出 席 者 越智，宮谷，金子，佐藤，安倍，田中，俵，藤田，上重，木内，小澤，フンク，岩永，

津賀，棚橋，田原，神谷，相原，藤原，仁科，小林，高田，西村，丸山，関矢，友澤，

松見，永山，鈴木，黒岩，粟井，谷本，紙谷，菅田，三本木，木島，田代，島田， 

山崎，寺本  以上 ４０人 

欠 席 者 大段 

オブザーバー 

栗栖，野上，竹内，土肥，相田，林（光），由井，長谷川（博），西谷，迫田，川合，

小池，難波，槇原，犬丸，佐々本，原，大元，新本，石田，山内，長谷川（泰）， 

渕村，木村，畑尾，西村，寺田，林（茂），山本，中神 

（前回議事要録の確認） 
 
（議事） 
１．学生の懲戒について －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 別紙１ 
（学長提案・説明） 
（教育研究評議会メンバーのみによる審議。関係職員のみオブザーバー出席） 
 
広島大学学生懲戒規則に基づく本学学生の懲戒処分について提案・説明があり，審議の結果，

原案のとおり承認した。 
 
２．審査会の設置について －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 別紙２ 
（学長提案・説明） 
（教育研究評議会メンバーのみによる審議。関係職員のみオブザーバー出席） 

 
広島大学学生懲戒規則に基づく審査会の設置について提案・説明があり，審議の結果，原案

のとおり承認した。 
 
３．学生の表彰について －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 別紙３ 
（岩永副学長（学生支援担当）提案・説明） 
（教育研究評議会メンバーのみによる審議。関係職員のみオブザーバー出席） 
 
各学部長等から表彰対象者として４９件（７３名）の推薦があり，審査会の審査結果に基づく

表彰候補者４８件（７２名）について提案・説明があり，審議の結果，原案のとおり表彰するこ

とを承認した。 
 
４．令和４年度国立大学法人広島大学年度計画について －－－－－－－－－－－－－－ 別紙４ 
（学長提案・説明） 
 
第４期中期目標・中期計画の着実な達成に向け自律的な PDCAサイクルを構築するため，中期

計画に基づき作成した「本学独自の年度計画」について提案・説明があり，審議の結果，原案の

とおり承認し，役員会（経営に関する事項については経営協議会の議を経て役員会）へ付議す

ることとした。 
 
５．2023 年度教育研究組織整備について －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 別紙５ 
（学長提案・宮谷理事・副学長（教育担当）説明） 
 

2023年度の教育研究組織整備のうち，文部科学省に手続きを要する情報科学部定員増に伴う

入学定員の改訂並びにスマートソサイエティ実践科学研究院（仮称）の設置及び設置に伴う入



学定員の活用について提案・説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，経営協議会及び

役員会へ付議することとした。 
 
６．健康データ利活用ポリシー，健康データ管理ポリシーの策定及び健康データ利活用について 
  －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 別紙６ 
（宮谷理事・副学長（教育担当）説明） 
 
広島大学 DX推進基本計画に基づき，日々の健康に関するデータを安全な方法で取得・保持・

分析し，学生・教職員の心身の健康支援を図るため，データを有効に利活用するための利活用

ポリシー及び管理ポリシーの策定並びに健康データの利活用について提案・説明があり，審議

の結果，原案のとおり承認した。 
 
７．ヘルシーキャンパス宣言について －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 別紙７ 
（宮谷理事・副学長（教育担当）説明） 
 
健康データ利活用ポリシー及び健康データ管理ポリシーの策定並びに健康データの利活用を

踏まえ，構成員のこころと身体の健康を守ることにより，組織全体としてのパフォーマンスの

向上を図るため，ヘルシーキャンパス宣言を行い，ヘルシーキャンパスプロジェクトに取り組

むことについて提案・説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。 
 
８．未来共創科学研究本部の設置について －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 別紙８ 
（学長提案・安倍理事・副学長（学術・社会連携担当）説明） 
 
全学の研究マネジメント体制の更なる強化を図るため，未来共創科学研究本部を設置するこ

とについて提案・説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，経営協議会及び役員会へ付

議することとした。 
 
９．A-ESG科学技術研究センターの設置について －－－－－－－－－－－－－－－－－ 別紙９ 
（学長提案・安倍理事・副学長（学術・社会連携担当）説明） 
 
学内共同教育研究施設として，A-ESG科学技術研究センターを設置することについて提案・説

明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，経営協議会及び役員会へ付議することとした。 
 
10．Town & Gown未来イノベーション研究所の設置について －－－－－－－－－－－－ 別紙 10 
（学長提案・ 
安倍理事・副学長（学術・社会連携担当）及び金子理事・副学長（グローバル化担当）説明） 

 
学内共同教育研究施設として，Town & Gown未来イノベーション研究所を設置することにつ

いて提案・説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，経営協議会及び役員会へ付議する

こととした。 
 
11．IDEC国際連携機構の設置について －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 別紙 11 
（学長提案・金子理事・副学長（グローバル化担当）説明） 
 
学内共同教育研究施設として，IDEC国際連携機構を設置することについて提案・説明があり，

審議の結果，原案のとおり承認し，経営協議会及び役員会へ付議することとした。 
 
12．学則等の改正について －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 別紙 12 
（学長提案・俵理事（財務・総務担当）及び山崎評価委員会委員長説明） 
 
原爆放射線医科学研究所の研究部門・研究センターの再編，学内共同教育研究施設の設置並

びに国立大学法人法の改正に伴う広島大学学則等の改正について提案・説明があり，審議の結



果，原案のとおり承認した。広島大学学則については経営協議会及び役員会へ，広島大学評価

委員会規則については役員会へ付議することとした。 
 
13．通則の改正について －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 別紙 13 
（宮谷理事・副学長（教育担当）提案・説明） 
 
令和４年度の医学部の入学定員増の暫定措置に伴う広島大学通則の改正について提案・説明

があり，審議の結果，原案のとおり承認した。 
 
14．学生懲戒規則の改正について －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 別紙 14 
（学長提案・岩永副学長（学生支援担当）説明） 
 
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する法律に基づき，職員の懲戒処分の指針を

改正すること等を踏まえた広島大学学生懲戒規則の改正について提案・説明があり，審議の結

果，原案のとおり承認した。 
 
15．共同研究費等からの研究者人件費支出により確保された財源の活用について －－－ 別紙 15 
（学長提案・田原副学長（産学連携担当）説明） 
 
民間からの共同・受託研究等の外部資金において，研究者人件費支出により確保された財源

を研究者等自身の処遇改善や研究に集中できる環境整備費等に活用する取扱いについて提案・

説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，役員会へ付議することとした。 
 
16．育児・介護休業法の改正への対応に伴う就業規則の改正等について －－－－－－－ 別紙 16 
（俵理事（財務・総務担当）提案・説明） 
 
育児・介護休業法の改正への対応に伴う就業規則の改正等について提案・説明があり，審議の

結果，原案のとおり承認し，各事業場の過半数代表からの意見書を添えて，役員会へ付議する

こととした。 
（主な改正内容） 
育児・介護休業法の改正への対応，高年齢者雇用安定法の改正への対応，教育職員等による児
童生徒性暴力等の防止等に関する法律への対応，クロスアポイントメント制度の適用対象職
種の追加，テニュアトラック制度等の見直し，称号の新設，令和３年度人事院勧告への対応，
附属幼稚園教諭及び病院看護職員の給与の引上げ，契約職員及び非常勤職員の単価の見直し 
等 

 
17．人事委員会規則及び学術院規則の改正について －－－－－－－－－－－－－－－－ 別紙 17 
（学長提案・ 
田中理事・副学長（霞地区・教員人事・広報担当）（人事委員会委委員長）説明） 

 
特定教授等の称号の新設に伴う広島大学人事委員会規則及び広島大学学術院規則の改正につ

いて提案・説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，役員会へ付議することとした。 
 
18．教育研究評議会における学長候補適任者の推薦方法に関する申合せの見直しの方向性に 
ついて －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 別紙 18 
（学長提案・菅田「教育研究評議会における学長候補適任者の推薦方法に関する申合せ」 
見直し検討WG座長説明） 

 
「広島大学教育研究評議会における学長候補適任者の推薦方法に関する申合せ」見直し検討

WGから，同申合せの見直しの論点及び方向性（案）の報告・提案があり，２つの見直し案につ

いて審議の結果，見直し案【１】を基に申合せの改正を進めることとした。 
 
 



 
（報告） 
１．寄附講座の設置及び設置期間の更新について －－－－－－－－－－－－－－－－－ 資料１ 
（学長及び木内病委員長報告） 
 
広島大学寄附講座及び寄附研究部門規則に基づき，令和４年４月１日付けでの設置及び設置

期間の更新を決定した寄附講座について報告があった。 
（設置）消化器内視鏡医学講座，地域創生運動器再生医療講座，広島中央地域・小児周産期医療
支援講座 

（更新）腎臓病地域医療学講座，広島記念病院高度医療講座 
 

２．共同研究講座等の設置及び設置期間の更新等について －－－－－－－－－－－－－ 資料２ 
（学長，木内病院長，田原副学長（産学連携担当）及び高田大学院先進理工系科学研究科長 
報告） 

 
広島大学共同研究講座及びグローバル共同研究講座規則に基づき，令和４年４月１日付けで

の設置，設置期間の更新等を決定した共同研究講座等について報告があった。 
（設置）革新無機分離膜共同研究講座，インドネシア医療関連共同研究講座 
（更新）次世代自動車技術共同研究講座（空気力学研究室，先端材料研究室，モデルベース開発
研究室），船舶設計イノベーション共同研究講座 

（名称変更）Town & Gown 推進共同研究講座  ※ 現 Town & Gown Office 共同研究部門 
 
３．未病・予防医科学共創研究所の設置期間の更新について －－－－－－－－－－－－ 資料３ 
（学長及び田原副学長（産学連携担当）報告） 

 
広島大学学術・社会連携推進機構民間企業等外部機関が設置する研究所内規に基づき，令和

４年４月１日付けで，大学院医系科学研究科に設置している「未病・予防医科学共創研究所」

の設置期間を更新することを決定した旨，報告があった。 
 

４．各種表彰等の受賞者について －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 資料４ 
（学長報告） 

 
各種表彰等の受賞者について報告があった。 

 
以上（資料添付略） 

 


